
○東松山市こども食堂支援事業補助金交付要綱 

令和５年３月２２日 

決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、こども食堂を運営する団体に対して、予算の範囲内で東松山市こど

も食堂支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項

を定めるものとする。 

２ 補助金の交付に関しては、東松山市補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４８年

東松山市規則第６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定める

ところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「こども食堂」とは、地域のボランティアが主としてこども（そ

の他の地域住民を含む。）に対し、無料又は安価で、栄養のある食事や温かな団らんを

提供する取組（弁当等を配布する取組のみを実施するものは除く。）をいう。 

（交付対象団体） 

第３条 補助金の交付の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次に掲げ

る要件の全てを満たす法人その他の団体とする。 

(1) こども食堂を行う団体として市長が認め、市ホームページのこども食堂一覧にそ

の名称、所在地等が掲載されていること。 

(2) 補助金の交付決定後、１年以上継続してこども食堂を運営する意思があり、また、

その能力を有すると認められること。 

(3) 市内に活動拠点があること。 

(4) 組織及び運営に関する事項を定めた定款、会則、規約等があること。 

(5) 活動内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。 

(6) 構成員が、東松山市暴力団排除条例（平成２４年東松山市条例第１９号）第２条第

１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条例第３条第２項に規

定する暴力団関係者でないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、こども食堂の実施



に係る事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

(1) 市内で安全に配慮して実施すること。 

(2) 毎月１回以上実施すること。 

(3) １回当たり概ね１０食以上の食事を提供すること。 

(4) 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他の食品衛生に関する法令を遵守し、

食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号）別表第１７に規定する食品衛生

責任者を置くこと。 

(5) 営利を目的とするものでないこと。 

(6) 利用者に食物アレルギーの有無及び緊急連絡先を確認すること。 

(7) 施設内での事故及び提供した食事による食中毒が発生した際に対応できる保険に

加入すること。 

(8) 政治的又は宗教的活動を目的としていないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象団体が実

施する補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。 

(1) 光熱水費 

(2) 施設使用料 

(3) 燃料費 

(4) 食材費 

(5) 消耗品費 

(6) 事故、食中毒等に対応する保険料 

(7) 食品衛生法に基づく営業許可申請手数料 

(8) 食品衛生責任者養成講習会受講料 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県、その他公共的団体による他の補助制度等の適用を

受けている、又は受けようとする経費については、補助の対象としない。 

３ 第１項の光熱水費及び施設使用料については、こども食堂の実施日の経費のみを補助

の対象とし、補助対象団体の構成員の自宅又は他の事業に使用する事務所その他これら

に準ずる施設を利用してこども食堂を実施する場合などこども食堂の取組分としての経



費が明確でないときは、開所時間分で按分する等の方法で算出した経費を補助の対象と

する。 

４ 第１項の燃料費については、こども食堂の実施に係る物資等の運搬に要した経費を補

助の対象とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は補助対象経費を合算した額（その額に１，０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 補助金の額の上限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) １事業所当たりの年間の活動回数が３０回以上の場合 ２００，０００円 

(2) １事業所当たりの年間の活動回数が３０回未満の場合 １００，０００円 

（交付の申請） 

第７条 規則第４条第１項の申請書の様式は、東松山市こども食堂支援事業補助金交付申

請書（様式第１号）のとおりとし、補助対象事業の開始前に市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 団体等概要書（様式第４号） 

(4) 補助対象団体の組織及び運営に関する事項を定めた定款、会則、規約等 

(5) 補助対象団体の会員名簿 

(6) 営業許可書の写し 

(7) 食品衛生責任者の名札の写し 

(8) 活動保険の加入が確認できる書類 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

（交付の決定） 

第８条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、東松山市こども食堂支援事業補助金交付

決定通知書（様式第５号）のとおりとする。 

（変更の申請） 



第９条 規則第９条の事業計画変更承認申請書の様式は、東松山市こども食堂支援事業補

助金事業計画変更承認申請書（様式第６号）のとおりとする。 

２ 市長は、前項に規定する申請書の提出を受け、承認したときは、速やかに東松山市こ

ども食堂支援事業補助金事業計画変更承認通知書（様式第７号）を交付するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条の報告書の様式は、東松山市こども食堂支援事業実績報告書（様

式第８号）のとおりとし、補助対象事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、決算書（様式第９号）を添付しなければならない。 

（補助金の額の確定通知） 

第１１条 規則第１３条に規定する補助金の額の確定通知の様式は、東松山市こども食堂

支援事業補助金交付額確定通知書（様式第１０号）のとおりとする。 

（個人情報の保護） 

第１２条 補助事業団体が補助対象事業の実施において知り得た個人情報は、補助事業団

体の責任において厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に使用してはならない。 

（書類の整備等） 

第１３条 この要綱による補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収支の状況を明

らかにする帳簿を備え、かつ、収支証拠書類を整備保管しなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業完了後５年間保管しなければ

ならない。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月５日決裁） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月５日決裁） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

 

様式第１号（第７条関係） 
  

東松山市こども食堂支援事業補助金交付申請書 

  

  年  月  日   

  

  東松山市長    宛て 

  

                所在地           

団体の名称         

                代表者              

  

 下記により東松山市こども食堂支援事業補助金の交付を受けたいので、東松山市補

助金等の交付手続等に関する規則第４条の規定により、関係書類を添えて申請しま

す。 

  

記 

  

１ 補助金交付申請額            円 
 

２ 目的及び内容 
 

３ 関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第２号（第７条関係） 

事 業 計 画 書 

団体(法人)の名称  

代表者役職名・氏名                           

団体の所在地  

こども食堂の名称  

実施(予定)場所  

実施(予定)期間   年   月   日 ～   年   月   日 

事業の内容 

【運営責任者】 

・氏名          緊急連絡先:          

【料金体系】 

・こども     円 ・大人     円（無料の場合は０円）  

【衛生管理体制】 

・マニュアルの有無  あり・なし （いずれかに〇） 

【調理・食事提供】 

（調理場所）                   

（提供場所）                   

【活動保険の加入】 

保険の種類           年間保険料       円 

【食品営業許可】 

・営業許可書の有無  あり・なし （いずれかに〇） 

【食品衛生責任者】 

・資格取得者の有無  あり・なし （いずれかに〇） 

実施(予定)回数 

【実施頻度】 

週・月   回（       ） 

その他（           ） 

【実施時間】 

   時   ～   時 

年間合計 
  

回 

食事提供(予定)数 

１回当たり 

 こども     食 

 大 人     食 

年間合計 

 

こども     食 

大 人     食 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３号（第７条関係） 

 

収 支 予 算 書 
   

収入の部                        （単位：円） 

項  目 予 算 額 摘  要 

自己資金 円 
 

利用者料金収入 円 
 

 市補助金 円 

東松山市こども食堂支援事業補助金 

※上限額２００，０００円（１事業所当たりの年

間の活動回数が３０回未満の場合には、上限額

１００，０００円） 

寄附金・協賛金 円 
 

雑入 円 
 

計 円  

 

支出の部                        （単位：円） 

項  目 予 算 額 摘  要 

需用費 

円 光熱水費 

円 燃料費 

円 食材費 

円 消耗品費（紙皿、コップ、割箸、洗剤等） 

役務費 

円 事故、食中毒に対応する保険料 

円 食品衛生法に基づく営業許可申請手数料 

円 上記以外の運営に係る検査手数料 

使用料 円 施設使用料 

負担金 円 食品衛生責任者養成講習会の受講料 

計 円  

 

 



 

 

 

様式第４号（第７条関係） 

 

団 体 等 概 要 書 

   

 フ リ ガ ナ    

 団 体 名 
 

  

 設立年月日       年  月  日 

 フ リ ガ ナ    役   職 

代 表 者 
    

所 在 地 等 

〒  

  

TEL FAX 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ Ｅ-mail  

活 動 概 要 

 
【活動の目的】 

    

        

【設立経緯】 

 

 

 

【過去の活動実績】 

 

 

 

【この活動に対する他からの補助金等の有無 ※申請中を含む】 

 あり ・ なし 

※「あり」の場合、以下をご記入ください 

・交付元の機関 ：        

・補助金等の名称： 

・交付(決定)額 ：      円 
 

 
 

 



 

 

 

 

様式第５号（第８条関係） 

第     号  

年  月  日  
 

          様 

 

東松山市長         

 

東松山市こども食堂支援事業補助金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった東松山市こども食堂支援事業補助金につ

いては下記のとおり決定したので、東松山市補助金等の交付手続等に関する規則第７

条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額        円 

２ 支払方法    

３ 条件 

 ⑴ この事業を中止又は内容変更をする場合は、市長の承認を受けること。 

 ⑵ この事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受

けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第６号（第９条関係） 
 

東松山市こども食堂支援事業補助金事業計画変更承認申請書  

 

年  月  日   

 

  東松山市長    宛て 

 

所在地           

団体の名称        

代表者             

 

 下記のとおり計画を変更したいので、東松山市補助金等の交付手続等に関する規則

第９条の規定により承認願いたく申請します。 

 

記 

 

１ 

 

計画変更の内容 

 

  

２ 

 

計画変更の理由 

 

  

３ 

 

計画変更による事業計画書 

 

  

４ 

 

計画変更等後の補助金の交付申請額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

様式第７号（第９条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

 

東松山市長            

 

東松山市こども食堂支援事業補助金事業計画変更承認通知書 

 

     年  月  日付けで提出のあった事業計画変更承認申請については、審査

の結果、適当と認めましたので承認します。 

 

記 

 

１ 変更前 

 

 

 

 

２ 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１０条関係） 

東松山市こども食堂支援事業実績報告書 
東松山市長 宛て                                         報告日：   年   月   

日 

                                                 団体名：               

 標記について、下記のとおり関係書類を添えて報告します。                        代表者： 
 

１ 事業内容                              ２ 利用登録者数 

    

                                                                           

    

 

 

３ 実施内容                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

【関係書類】 ・事業実施内訳書 ・決算書（様式第９号） 

未就学児 小学生 中学生 大 人 合 計  

人 人 人 人 人  

事業名                 

着手年月日 年   月   日 

完了年月日     年   月   日 

実施場所  

事業費総額          円 

NO 実 施 日 実施時間 時間数 従事者数 食事の内容 
利用者数 アレルギー 

対応の有無 
未就学 小学生 中学生 大人 

1 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

2 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

3 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

4 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

5 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

6 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

7 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

8 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

9 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

10 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

11 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

12 月  日（ ） :  ～ ： 時間 人  人 人 人 人 あり／なし 

計 人  人 人 人 人 



 

 

 

様式第９号（第１０条関係） 

 

決  算  書 
   

収入の部                              （単位：円） 

項  目 決 算 額 摘  要 

自己資金 円 
 

利用者料金収入 円 
 

 市補助金 円 

東松山市こども食堂支援事業補助金 

※上限額２００，０００円（１事業所当たりの年

間の活動回数が３０回未満の場合には、上限額

１００，０００円） 

寄附金・協賛金 円 
 

雑入 円 
 

計 円  

 

支出の部                              （単位：円） 

項  目 決 算 額 摘  要 

需用費 

円 光熱水費 

円 燃料費 

円 食材費 

円 消耗品費（紙皿、コップ、割箸、洗剤等） 

役務費 

円 事故、食中毒に対応する保険料 

円 食品衛生法に基づく営業許可申請手数料 

円 上記以外の運営に係る検査手数料 

使用料 円 施設使用料 

負担金 円 食品衛生責任者養成講習会の受講料 

計 円  

 



 

 

 

様式第１０号（第１１条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

東松山市長         

 

東松山市こども食堂支援事業補助金交付額確定通知書 

  

    年  月  日付けで申請のあった東松山市こども食堂支援事業補助金につ

いては、東松山市補助金等の交付手続等に関する規則第１３条の規定により交付額を       

円に確定したので通知します。 

 

  

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


